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Ⅰ．はじめに

　全国銀行協会（以下「全銀協」という。）
は、平成22年９月15日に銀行法および農林中
央金庫法上の「指定紛争解決機関」（以下「指
定ADR機関」という。）としての指定を受け、
同年10月１日から指定ADR機関としての業
務（紛争解決等業務）を開始した。
　全銀協が指定ADR機関としての指定を受
けることに伴い、平成22年10月１日に、社団
法人東京銀行協会の「銀行とりひき相談所」
を発展的に解消し、全銀協の苦情受付部門と
して「全国銀行協会相談室」（以下「全銀協
相談室」という。）を設置した。また、全銀
協の紛争解決部門である「あっせん委員会」
では、新たに証券業務（窓販）や保険業務（窓
販）に係る紛争事案も取り扱うこととした。
　本実施状況報告は、平成22年度（平成22年

４月～平成23年３月）（以下「当年度」とい
う。）において、全銀協相談室および前身の
東京銀行協会銀行とりひき相談所が受け付け
た相談・苦情の処理手続状況およびあっせん
委員会における紛争解決手続状況を整理した
ものである。

Ⅱ．�全銀協相談室における苦情処理
　　手続等の状況

１．受付件数

　全銀協相談室および前身の東京銀行協会
銀行とりひき相談所が当年度に受け付けた
相談および苦情（以下「相談等」という。）
の件数は16,524件であり、前年度比5,272件
（46.9％）増加した（図表１参照）。
２．各業務分類における相談等の特徴

　相談等の件数・割合を銀行の業務分類（業
務分類の内訳は、別紙１参照）別にみると、
相談等の件数の多い項目は、預金業務3,172
件（19.2％）、銀行協会2,857件（17.3％）、貸
出業務2,767件（16.7％）、加入銀行2,460件
（14.9％）等の順となっている（図表２参照）。
　このうち、苦情についてみると、預金業
務791件（25.7％）、貸出業務667件（21.6％）、
デリバティブ業務363件（11.8％）等の順と
なっている（図表３参照）。

※「r」は訂正数字。本実施状況Ⅳ.において、記載事項の一部
を訂正。（平成23年６月28日および平成24年７月11日訂正）
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（注１）�平成22年度は、全銀協相談室（平成22年10月以降）および前身の東京銀行協会銀行とりひき相談所（平成
22年４月から同年９月まで）の合計件数である。

（注２）�当協会では、平成16年４月から平成19年10月までの間、「相談」「苦情」のほかに「クレーム等」という
カテゴリーを設けて計数を分類していた。本図表では、「クレーム等」に分類していた計数を、「苦情」
に含めて表示している。また、平成21年４月から「苦情」の定義を一部変更している。

図表２　相談・苦情（合計）の業務分類別割合
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図表３　苦情の業務分類別割合
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図表１　年度別の相談・苦情の受付件数の推移
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図表４　苦情の業務分類別件数とその要因
（平成 22年度）
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図表５　認知媒体別の割合
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　また、苦情の業務分類別の発生原因（発生
原因の内訳は、別紙２参照）は図表４のとお
りであり、銀行の説明不足・説明相違といっ
た説明態勢に起因する苦情が多くを占めた。

Ⅲ．全銀協相談室認知媒体調査

　全銀協相談室および前身の東京銀行協会銀
行とりひき相談所では、毎年12月に利用者が
どういう媒体を使って相談室（所）の存在を
知ったのかを聞き取り調査している。
　それによると、当年度は、全銀協ホームペ
ージ（14.7％）、リーフレット・ポスター等
（11.4％）、インターネット広告（7.6％）、既
認識者・利用者（6.8％）、銀行協会（代表）
への電話（6.2％）、金融庁・財務局等からの
紹介（5.6％）によるものが上位を占めた。

Ⅳ．�あっせん委員会における紛争解決
手続の状況

１．当年度における申立件数／年度別紛争解決

手続件数

⑴当年度における新規申立件数
①�当年度における、あっせんの新規申立件数
は322件であり、全て顧客からの申立てで
あった。新規申立件数の年度毎の推移は、
図表７のとおりである。

②�当年度における、あっせんの申立てがあっ
た紛争事案の業務分類別の件数をみると、
申立件数の多い業務は、デリバティブ業務
（52.8％�r）、証券業務（12.7％）、預金業務
（11.8％�r）、保険業務（8.7％）の順となっ
ている（図表８参照）。

⑵年度別紛争解決手続件数
①�当年度において、紛争解決手続が終結した
事案は137件�rである。

図表６　利用者の男女別・年齢別内訳
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（平成22年度）

（注）性別・年齢別の内訳は個人の利用者を対象として集計した。
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②�当該終結事案のうち、あっせん委員会から
あっせん案の提示を受け、当事者間で和解
した件数は51件であった。
　あっせん案の提示後、不調となった件数
が１件、申立人が申立てを取下げた件数が
７件�r、当事者双方の主張に隔たりが大き
く、あっせん成立の見込みがないとしてあ
っせん委員会が紛争解決手続を打ち切った
件数が34件�r、あっせん委員会による適格
性審査の結果、不受理とされ終結した事案

図表７　年度別の新規申立件数の推移
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（注）あっせん委員会は平成20年10月から運営を開始した。

図表８　新規申立の業務分類別件数
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（注）申込書等に記載された紛争事案の内容をもとにあっせん委員会事務局が分類・集計。

図表９　終結件数等の推移
� （単位：件）

22年度 （参考）21年度
当年度中終結件数 r�137 60
あっせん案の提示後、和解件数 51 24
あっせん案の提示後、不調件数 1 1
申立人の申立て取下げ件数 r�7 2
紛争解決手続の打切り件数 r�34 19
適格性審査による不受理件数 44 14
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が44件であった（図表９参照）。

Ⅴ．�全銀協相談室におけるカウンセリ
ングサービス等の実施状況

１．カウンセリングサービスの実施状況

　全銀協相談室では、住宅ローンや消費者ロ
ーン等を利用されている個人の方が経済的な
事情等により契約どおりの返済が困難となっ
た場合、その相談に預かるカウンセリングサ
ービスを実施している。
　当年度の実施件数は1,431件となり、前身

の東京銀行協会銀行とりひき相談所におけ
る実施件数と比較し、前年度比26件（1.9％）
増加した（図表10参照）。
　利用者がカウンセリングを受けるに至った
債務の原因別では、住宅ローン等（56.3％）、
債務整理後の返済等の相談（18.9％）、投資・
事業失敗（9.4％）が多かった（図表11参照）。
　また、カウンセリングサービス利用者への
対応としては、カウンセラーによるカウンセ
リングのみで終了したものが56.0％と最も多
く、次いで、法テラスを紹介（10.8％）、銀
行へ取次ぎ（7.8％）、住宅金融支援機構を利
用している方へ同機構の支社を案内したもの

図表 10　年度別のカウンセリングサービスの実施件数の推移
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図表11　カウンセリングを受けるに至った債務の原因
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21年度
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643件 45.8%
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（7.2％）の順となった（図表12参照）。
２．中小企業向け融資相談の実施状況

　全銀協相談室では、中小企業向け融資相談
窓口として専用の電話番号を設けて相談等を
受け付けている。
　中小企業向け融資相談窓口が当年度に受
け付けた相談等の件数は1,138件であり、前
年度比496件（77.3％）増加した。このうち、
苦情は261件であった（なお、前年度の件数
は本窓口が設置された平成21年12月10日から
平成22年３月末までのものである）。
　相談等の主な内容を見ると、新規借入れに
関するものが172件、返済猶予の相談等が262
件であった。

Ⅵ．その他

１．各地銀行協会銀行とりひき相談所における

相談・苦情受付状況

　全国各地50か所の銀行協会が運営する「銀
行とりひき相談所」では、指定ADR機関の
苦情受付部門である全銀協相談室とは別に、
銀行利用者からの相談・苦情を受け付けてい

る。当年度の銀行とりひき相談所の相談等の
受付件数は23,180件、うち苦情は854件であ
った（図表13参照）。
　また、当年度における大阪銀行協会銀行と
りひき相談所におけるカウンセリングサービ
スの実施件数は27件であった。� □

図表12　カウンセリングサービス利用者への対応

法テラス（民事法律扶助）を
紹介 161件 10.8%

弁護士会を紹介 91件 6.1%

簡易裁判所を案内 6件 0.4%

銀行へ取次ぎ 117件 7.8%

その他 114件 7.6%

住宅金融支援機構を
案内 107件 7.2%

労働金庫を案内 2件 0.1%

日本クレジット
カウンセリング協会を
紹介 60件 4.0%

カウンセリング
のみで
終了 
839件
56.0%

弁護士会を紹介 131件 8.8%

簡易裁判所を案内 18件 1.2%

銀行へ取次ぎ 188件 12.6%

日本クレジット
カウンセリング協会を紹介
77件 5.1%

住宅金融支援機構を案内 
109件 7.3%

その他
110件 7.4%

法テラス（民事法律扶助）を
紹介 270件 18.0%

カウンセリング
のみで
終了
593件
39.6%

21年度
1,496件22年度

1,497件

（注）複数の先を案内している場合もあるので、合計件数はカウンセリング件数とは一致しない。
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（注）�各地銀行協会では、平成16年４月から平成19年10月までの間、「相談」「苦情」のほかに「クレーム等」と
いうカテゴリーを設けて計数を分類していた。本図表では、「クレーム等」に分類していた計数を、「苦情」
に含めて表示している。また、平成21年４月から｢苦情」の定義を一部変更している。

図表 13　年度別の相談・苦情の受付件数の推移（全国 50協会）
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別紙１
相談等の業務別分類表

項目名 主な内容 備考（事例等）
加入銀行
会員銀行（注）

所在地・電話・コード ・本部・店舗の所在地・電話番号、銀行コード、店番号
合併・統廃合 ・銀行の合併、店舗の統廃合
銀行経営・決算 ・休日・営業時間、決算、ディスクロージャー、自己資本比率規制
その他

銀行協会 ・全銀協相談室、カウンセリングサービス、個人信用情報センター等に関する照会
預金業務 預金全般 ・仕組み（最低預入金額、付利単位、中途解約、期限後の取扱い等）
　 各種預金商品 ・流動性預金、定期性預金、財形預金、当座預金

　（外貨預金、デリバティブ内包預金を除く）
口座開設 ・口座名義、本人確認、マネー ･ローンダリングの趣旨等
異動・諸届・移管 ・名義、住所、印鑑等の変更、移管
紛失・盗難 ・通帳、証書、カード、印鑑の紛失・盗難
口座解約・払戻し ・満期解約、中途解約、満期日休日時の取扱い、第三者・代理人による払戻し
相続 ・手続き、必要資料
睡眠預金 ・払戻手続き
預金保険制度 ・限度額、対象商品、対象金融機関、ペイオフ
その他 ・総合口座、残高証明書、届出印の有効性、差押え

貸出業務 貸出全般 ・融資条件、借入手続き
消費者ローン ・カードローン、その他無担保ローン
事業資金 ・一般貸出、公庫・地方自治体の制度融資、代理貸付
住宅ローン ・一般住宅ローン、リフォームローン、リバースモーゲージ
アパートローン ・アパートローン、不動産担保融資
その他 ・年金・恩給担保貸付、任意売却、競売

内国為替業務 振込・送金 ・仕組み、手続き、本人確認、マネー ･ローンダリングの趣旨等、誤振込み、組戻し
その他 ・手数料（振込、組戻し等）、振込依頼書

手形交換 手形・小切手 ・振出、取立、裏書、支払、引受
不渡 ・不渡・取引停止処分、異議申立、依頼返却、処分済証明
その他 ・時効、遡求、電子記録債権

外国為替業務 海外送金 ・仕組み、手続き、取扱銀行
外貨両替 ・仕組み、手続き、手数料、取扱銀行、レート
外貨預金 ・仕組み、通貨オプション付定期預金
その他 ・旅行小切手、輸出入取引

チャネル業務 インターネット・モバイ
ルバンキング ・インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング

ＣＤ・ＡＴＭ取引 ・ＣＤ・ＡＴＭの機能、カードの仕組み、ＭＩＣＳ提携網
・稼働日・稼働時間、手数料、引出し限度額

カード ・国際キャッシュカード、デビットカード
その他 ・メールオーダーサービス、ファームバンキング

証券業務（窓販） 公共債の売買 ・国債、地方債等の窓口販売、保護預り
投資信託 ・投資信託
その他 ・株式・社債等証券会社の商品、証券仲介業

保険業務（窓販） 生命保険 ・個人年金保険、終身保険、定期保険、養老保険
損害保険 ・火災保険（住宅ローンに付随するものを除く）、事業関連保険
第三分野 ・医療保険、がん保険、傷害保険
その他 　

デリバティブ業務 デリバティブ全般 　
金利・通貨スワップ ・金利スワップ、通貨スワップ、金利オプション、通貨オプション
デリバティブ内包預金 ・デリバティブ内包預金、円仕組預金
その他 ・商品デリバティブ、クレジットデリバティブ、デリバティブ内包ローン

その他の銀行業務 口座振替 ・公共料金、税金等の支払い、収納（代行）企業との関係
貸金庫等保管サービス ・貸金庫、セーフティケース、保護預り、夜間金庫
代理事務 ・株式の払込受入事務、国庫金・公金
資産運用関係 ・信託、金融債、その他の貯蓄商品（金関連商品等）
通貨・両替 ・現金・記念貨幣、損傷日本銀行券・両替（外貨両替を除く）
その他 ・会員制サービス（ポイントサービス）

その他 利子課税・税金一般 ・利子課税（分離課税、総合課税）、マル優・マル特制度
金融犯罪関連 ・振込め詐欺、偽造キャッシュカード、フィッシングメール
金融関連業法等 ・銀行法、金商法、金販法等、金融制度改革の動向
その他 ・その他、分類不能なもの
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別紙２
苦情の発生原因別分類表

項目名 主な内容
照会 手続・制度・商品等の照会

その他（上記以外）
説明態勢 銀行側の説明不足・説明相違

説明内容に関する見解相違
その他（上記以外）

応対姿勢 態度・言葉遣い
ＡＴＭ誘導等、店頭応対方法への不満
その他（上記以外）

商品・サービス 顧客からの被害発生の申出
ATM・システム機能に対する改善要望
その他（上記以外）

広告宣伝 広告宣伝物・説明資料による誤認
広告宣伝物・説明資料の改善要望
その他（上記以外）

店舗等設備 顧客からの被害発生の申出
店舗網・店舗設備等に対する改善要望
その他（上記以外）

取引方針 与信姿勢への不満
取引方針・判断への不満
その他（上記以外）

経営方針 新聞報道や経営方針等
事務の錯誤・遅延 オペレーションミス等、銀行側の作為によるミス

期日管理や処理もれ等、銀行側の不作為
その他（上記以外）

その他の改善 伝票・必要書類に対する改善要望等
その他業務全般に対する改善要望等
その他（上記以外）

その他 外部要因・他社要因
その他（上記以外）

個人情報保護関連 個人情報の取扱い
（注）�平成22年10月１日の指定ＡＤＲ機関としての業務を開始する前は全銀協「会員銀行」、同開始後は全銀協

非会員銀行を含む指定ＡＤＲ機関「加入銀行」。


